
様式9 
 
 
 
 

結 核 の 定 期 健 康 診 断 実 施 報 告 書 
 
 
   山 口 県 知 事 様 
    (管轄の保健所長)                      
 
      下記のとおり、結核の定期健康診断を実施したので、感染症法第５３条の７の規定により     
     報告します。                                                                         
 
                                                      報告年月日：令和  年  月  日 
 
 施 設 の 名 称  

所   在   地  

Ｔ   Ｅ   Ｌ  

連絡担当者の職・氏名  

対象者の区分 
 (該当番号に○印を) 

１ ２ ３ ４ 

従 事 者 学生・生徒 社会福祉施設 刑事施設 

対  象  者  数 人 人 人 人

実 施 の 年 月      年   月      年    月      年    月        年    月 

 一 
 次 
 健 
 診 

 Ｘ線 

 検査 

 間接撮影者数  人 人 人             人 

 直接撮影者数  人 人 人             人 

 

 
 精 

 密 

 検 

 査 

要精密検査者数              人              人              人             人 
 

精密検査受診者数 
  ①＋②＋③＋④              人              人              人              人 

  
①結核患者 人 人 人             人 

②結核発病のおそ 
 れがある者 

人 人 人             人 

③結核以外の疾患 人 人 人             人 

④異常なし 人 人 人             人 
        

健診実施機関の名称 
 

 
  注１   裏面の「山口県内の保健所一覧」を参照され、該当の保健所にＦＡＸ(送付状不要。この様式    
(報告書)のみ送付で可)又は郵送により提出して下さい。 
  注２  対象者の区分には、裏面の「対象者の区分(説明)」を参照され、該当番号に○印を記入下さい。 
  注３  実施の年月には、一次健診の初日に属する月を記入下さい。 
  注４   「結核発病のおそれがある者」とは、医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に    
医師の観察指導を必要とする者をいいます。 
 
 
 
 



   ◎山口県内の保健所一覧 
 

保健所名 管  轄 所 在 地 ＦＡＸ 

(電 話) 

岩国環境保健所  岩国市/和木町  〒740-0016 
 岩国市三笠町１－１－１ 
（山口県岩国総合庁舎２階） 

0827-29-1594 

(0827-29-1523) 

柳井環境保健所  柳井市/平生町/田布施 

町/周防大島町/上関町 

 〒742-0031 
 柳井市南町３丁目９－３ 
（山口県柳井総合庁舎１階） 

0820-22-7286 

(0820-22-3631) 

周南環境保健所  下松市/光市/周南市  〒745-0004 
 周南市毛利町２－３８ 
 （山口県周南総合庁舎３階） 

0834-33-6510 

(0834-33-6425) 

山口環境保健所  山口市  〒753-8588 
 山口市吉敷下東３－１－１ 
 （山口県総合保健会館１階）  

083-934-2527 

(083-934-2531) 

 防府保健所 
 

 防府市  〒747-8501 
 防府市寿町７番１号  
（防府市役所福祉棟１階） 

0835-22-0962 

(0835-22-3740) 

宇部環境保健所  宇部市/山陽小野田市/ 
 美祢市 

 〒755-0033 
 宇部市琴芝町１丁目１－５０ 
（山口県宇部総合庁舎２階） 

0836-34-4121 

(0836-31-3202) 

長門環境保健所  長門市  〒759-4101 
 長門市東深川１３４４－１ 

0837-22-6363 

    (0837-22-2811) 

萩環境保健所  萩市/阿武町  〒758-0041 
 萩市江向河添沖田５３１－１ 

0838-26-0696 

(0838-25-2669) 

 

    ◎対象者の区分(説明) 
 

１ ２ ３ ４ 

従 事 者 学生・生徒 社会福祉施設 刑事施設 

 1学校(専修学校及び各

種学校を含み、幼稚園を

除く。)、 

2病院、3診療所、 
4助産所、 

5介護老人保健施設、 
6生活保護法に規定する

施設、 

7老人福祉法に規定する

施設、 
8障害者総合支援法に規

定する施設、 
9困難な問題を抱える女

性への支援に関する法

律に規定する施設にお

いて業務に従事する者。

1大学、2高等学校、 

3高等専門学校 
4専修学校又は各種学校

(修業年限が１年未満の

ものを除く。) 

の学生又は生徒。 

 1生活保護法に規定す 
 る施設、 
2老人福祉法に規定する

施設、 
3障害者総合支援法に規

定する施設、 
4困難な問題を抱える女

性への支援に関する法

律に規定する施設 

に入所している者。 

 刑事施設に収容されて

いる者。 

 毎年度１回実施  入学した年度に１回 
 実施 

 ６５歳に達する日の 
 属する年度以降、毎 
 年度１回実施 

 ２０歳に達する日の 
 属する年度以降、毎 
 年度１回実施 


